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■こんなときどうなる？身近な税務トピック
社会保険制度の改正について
■温故知新な＜九段的ヒトコト＞
■東京経営者大学のご案内！
■編集後記

こんにちは！代表の高木です。

今年も気づけば半年が経過いたしました。
年々時が過ぎるのが早くなっているように感じます。（笑）

年初に立てた目標を達成する為にも、
今月も暑さに負けずバリバリ頑張っていきます。 

それでは今月のメルマガをお送り致します。
宜しくお願い致します！

代表・税理士　高木　功治

┌――┐彡■こんなときどうなる？身近な税務トピック
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～社会保険制度の改正について～

平成28年10月より、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の
適用拡大が始まります。

今回の改正では、「特定適用事業所」に勤務する「短時間労働者」が、
新たに厚生年金保険等の適用対象となります。

1．特定適用事業所の要件

　一つの法人又は個人事業者の厚生年金保険の被保険者数が1年で
6か月以上500人を超える事が見込まれる場合に、特定適用事業所に該当致します。
　中小企業の多くは、社員数が500人以下である事から、特定適用事業所に
該当しない場合が多いと思われます。
その場合、今回の改正においては、新たに短時間労働者の方を社会保険
に加入しなくてもよい事になります。

2．短時間労働者の要件

　次の全ての要件に該当する方を言います。

　（1）週の所定労働時間が20時間以上であること



　（2）雇用期間が1年以上見込まれること
　（3）賃金の月額が8.8万円以上であること
　（4）学生でないこと

上記の1の事業所で2の短時間労働者に該当する場合には、
新しく社会保険に加入する事になります。

なお、今回の改正は社会保険のみになります。
源泉税の計算で使用する扶養親族等の範囲については、従前の通りです。

ご質問等不明な点がございましたら、
お気軽にご連絡いただければ幸いでございます。

メールマガジン編集担当　　山岡　至 
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「経験とは、皆が失敗につける名前のことだ。」

-オスカー・ワイルド（アイルランド　詩人）　-

いろいろな経験を積むことが大切なことは、皆様ご承知のことと思います。
その中でも失敗には必ず原因があり、そして学びの機会も必ずあるはずです。
その原因を突き詰め、解決する。それが経験となり成長に繋がるのではないでしょうか。

挑戦には必ずといっていいほど失敗がついてくるでしょう。
失敗を恐れず挑戦し、その経験を糧に成長していきたいものです。

メールマガジン編集担当　遠藤　洋輔
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東京経営者大学（後継経営者、幹部育成講座）第4期生が開講中です。

東京経営者大学とは、経営コンサルタント会社で30年使用してきた
コンサルティングノウハウを、経営者と幹部を育成するために
提供していただくものです。

ただ講座を受けて聞いているだけの座学ではなく、自ら考え、行動し、
それを発表するというトレーニングサイクルを行うことで、
経営者として、また幹部としての成長を促すものです。

そこで、しっかりとプロのコンサルタントの先生のもとで学び、
顧問させていただいている私たちの立場から、



継続した行動が行われているかを確認させていただくことで、
短期的で終わらず、継続した成長が実現できます。

また、一緒に学ぶ経営者の同志ができることで、
今後もお互いに助け合いながら自社の経営に役立てることもできます。

これまでの参加者の方々は、日に日に参加者同士信頼関係が生まれ、
新たなビジネスチャンスを掴んだ方も多くいらっしゃいます！

ご興味のある方は、見学が出来ますので、
各担当者又は九段会計事務所までお気軽にご連絡下さい！！

担当：遠藤　洋輔 
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先日弊社の決算発表会を行いました。
この1年を振り返り、経営成績はどうだったのか、
中期経営計画に照らしてどれだけ目標を達成できたのか、
今後どういった方針で経営を進めていくのか
ということを職員全員で共有することができました。

弊所では毎月のMAS会議で経営状態について共有しているのですが、
この共有があるとないとでは職員の経営に対する姿勢が
大きく違ってくるように思います。
実際に伸びていらっしゃる顧問先様は、
職員の方全員が会社の目標とそのために
自分が取るべき行動をしっかり考えていらっしゃいます。
逆に会社の上層部の人だけで目標や理念を共有している場合には
なかなか伸びにくいということも言えそうです。

九段会計もおかげさまで15期目を迎えました。
お世話になった方々への感謝の気持ちを忘れずに、
これからも皆様のお力になれるよう
頑張っていこうと改めて思いました。

メールマガジン編集責任者　田中　祐基　

―――――――――――――――――――――――――――――――――

☆広告

★ツイッターにてつぶやき中！
フォローミー！＠kudan-kaikei（フォロー返します☆）

★FaceBook始めました！
「税理士法人　九段会計事務所」で検索宜しくお願い致します！
「いいね！」ボタン押して下さい★



★募集！
現在九段会計では季節毎に季刊誌を発行しております。
その中でお客様を紹介するページを設けました。
御協力頂ける方・アピールしたい事がある方、 
是非御一報下さい！所員が「インタビュー＆写真撮影」に伺います！！

★「正しい経営を推進する」新しいサービス「ＭＡＳ(マス)」。
次世代の会計事務所として新たな事業を始めていきます。
詳しくは所員までお尋ね下さい。

いつも九段会計事務所をご愛顧頂き誠にありがとうございます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは弊所顧問先様のほか、名刺交換させていただいた方も
対象にお送りしております。
配信停止をご希望の方は、お手数ですが、下記までご連絡下さい。
なお、このメールには返信いただけませんので、お問い合わせ等ございましたら
各担当者又は下記連絡先までお願い致します。
info@kudan-tax.jp

★☆★☆★☆★☆★☆★九段会計事務所☆★☆★☆★☆★☆★
★☆★☆★☆★☆★☆★密・着・革・命！☆★☆★☆★☆★☆★

〒102-0074
東京都千代田区九段南４－３－１
滝ビル３Ｆ
TEL　　03-3222-5271
FAX　　03-3222-5270
URL　　http://www.kudan-tax.jp/
mail　   info@kudan-tax.jp


